
 安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１２月２５日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第１００号 

 

安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給等 

に関する規則の一部を改正する規則 

 

安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給等に関する規

則（令和２年安城市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項第１号中「４，４００円」を「４，７００円」に改め、同号ただし

書中「２，２００円」を「２，３５０円」に改め、同項第２号中「２２，０００円

」を「２３，５００円」に、「１１，０００円」を「１１，７５０円」に改める。 

別表第１一般事務員の項中「１，２６０円」を「１，３５０円」に改め、同表職

場適応援助者の項及びレセプト点検員の項中「１，２９０円」を「１，３８０円」

に改め、同表市税窓口収納員の項中「１，３５０円」を「１，４３０円」に改め、

同表介護保険料等収納員の項中「１，５８０円」を「１，６７０円」に改め、同表

図書館司書の項中「１，２８０円」を「１，３６０円」に改め、同表図書館司書の

うちフロアリーダーの業務に従事する者の項中「１，３３０円」を「１，４１０円

」に改め、同表交通指導員の項中「１，５１０円」を「１，６００円」に改め、同

表窓口外国語通訳の項中「１，６７０円」を「１，７４０円」に改め、同表消費生

活相談員の項中「１，７７０円」を「１，８４０円」に改め、同表生活困窮者就労

支援員の項中「１，３７０円」を「１，４６０円」に改め、同表障害者就労相談員

の項中「１，３８０円」を「１，４７０円」に改め、同表精神障害者相談員の項及

び障害支援区分認定調査員及び介護認定調査員の項中「１，６４０円」を「１，７

１０円」に改め、同表保育士の項中「１，４２０円」を「１，５００円」に改め、

同表保育士のうち延長保育又は休日保育の業務に従事する者の項中「１，５６０円

」を「１，６４０円」に改め、同表保育アシスタントの項中「１，２６０円」を「



１，３５０円」に改め、同表虐待対応専門員の項中「１，６４０円」を「１，７１

０円」に改め、同表児童厚生員の項中「１，４２０円」を「１，５００円」に改め、

同表児童厚生員のうち主任の業務に従事する者の項中「１，５９０円」を「１，６

７０円」に改め、同表放課後児童支援員の項中「１，４２０円」を「１，５００円

」に改め、同表放課後児童支援員のうち副主任の業務に従事する者の項中「１，４

８０円」を「１，５６０円」に改め、同表放課後児童支援員のうち主任の業務に従

事する者の項中「１，６３０円」を「１，７１０円」に改め、同表放課後児童補助

員の項中「１，２６０円」を「１，３５０円」に改め、同表放課後児童補助員のう

ち任命権者が定める資格を有する者の項及び子育て支援員の項中「１，２９０円」

を「１，３８０円」に改め、同表相談支援専門員の項中「１，６６０円」を「１，

７３０円」に改め、同表相談支援補助員の項中「１，３８０円」を「１，４７０円

」に改め、同表相談支援補助員のうち任命権者が定める資格を有する者の項及び保

健師、助産師、看護師、管理栄養士及び歯科衛生士の項中「１，６４０円」を「１

，７１０円」に改め、同表ボイラー・タービン主任技術者の項中「１，７４０円」

を「１，８１０円」に改め、同表スクールアシスタントの項中「１，２６０円」を

「１，３５０円」に改め、同表スクールアシスタントのうち介助員の業務に従事す

る者の項中「１，３８０円」を「１，４７０円」に改め、同表適応指導教室指導補

助員の項中「１，３３０円」を「１，４１０円」に改め、同表学校司書の項中「１

，２８０円」を「１，３６０円」に改め、同表部活動指導員の項中「１，３７０円

」を「１，４６０円」に改め、同表野外センター管理員の項中「１，３２０円」を

「１，４００円」に改め、同表野外センター補助員の項中「１，２８０円」を「１

，３６０円」に改め、同表資料整理員の項中「１，２６０円」を「１，３５０円」

に改め、同表資料整理員のうち指導員の業務に従事する者の項中「１，３５０円」

を「１，４３０円」に改め、同表資料整理員のうち専門的な知識経験が必要とされ

る業務に従事する者の項中「１，６４０円」を「１，７１０円」に改め、同表用務

員の項中「１，２１０円」を「１，２９０円」に改め、同表発掘作業員の項中「１

，３００円」を「１，３９０円」に改め、同表現業作業員の項中「１，３１０円」

を「１，４００円」に改め、同表清掃作業員の項から排水機運転管理員及び除じん

機運転管理員の項までの規定中「１，５１０円」を「１，５５０円」に改める。 

別表第２徴税指導員の項中「２，２４０円」を「２，３３０円」に改め、同表保

育指導員の項中「２，８６０円」を「２，９３０円」に改め、同表保健師、助産師、

看護師、管理栄養士及び歯科衛生士のうち主として対面の業務に従事する者の項中



「１，９４０円」を「２，０１０円」に改め、同表臨床心理士、理学療法士、作業

療法士及び言語聴覚士の項中「２，９３０円」を「３，０１０円」に改め、同表一

般事務員のうち休日夜間急病診療所に勤務する者の項中「２，６７０円」を「２，

７７０円」に改め、同表看護師のうち休日夜間急病診療所に勤務する者の項中「３

，７２０円」を「３，８５０円」に改め、同表歯科衛生士のうち休日夜間急病診療

所に勤務する者の項中「２，９８０円」を「３，０９０円」に改め、同表学校外国

語通訳の項中「２，２７０円」を「２，３４０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給等

に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和７年４月１日以

後の勤務に係る報酬等について適用する。 

 （報酬等の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の安城市パートタイム

会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給等に関する規則（以下「改正前の

規則」という。）に基づいて支給された報酬等は、改正後の規則の規定による報

酬等の内払とみなす。この場合において、改正後の規則の規定に基づいて支給さ

れるべき報酬等と改正前の規則の規定に基づいて支給された報酬等との差額の支

給日は、市長が別に定める。 

 


